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令和５年度の地域保健施策及び保健活動の推進に関する要望書 

  

自治体保健師の公衆衛生看護活動の推進につきまして、日頃より格段のご高

配を賜り厚くお礼を申し上げます。 

我が国は少子高齢化社会の進展に加え、新型コロナウイルス感染症の流行に

伴い、人と人とのつながりの希薄化やコミュニティの弱体化などがもたらされ、

健康格差はさらなる拡大を見せています。 

このような中で、保健所保健師は、２年半に及ぶ新型コロナウイルス感染症対

策において、休日・夜間を問わず、感染者に寄り添いながら、早期治療、療養支

援、更なる感染拡大防止と感染者の人権擁護に奔走してまいりました。感染症対

策以外でも、全国の自治体保健師は、健康寿命の延伸、地域包括ケアの推進、高

齢者の保健事業と介護予防の一体的取組み、児童虐待防止、健康危機管理への対

応、心の健康づくりや自殺防止、難病等の支援、被災者支援など、解決策を模索

しながら様々な健康課題に対峙しています。 

今後の保健医療福祉における課題解決のためには、誰ひとり取り残さないと

いう使命のもと、家族ぐるみの支援やソーシャル・キャピタルの醸成、コミュニ

ティエンパワメント、健康なまちづくりを推進する自治体保健師の役割は、さら

に重要となっていくものと確信しています。 

全国保健師長会としましては、横のつながりと組織力を強化しながら、保健師

の人材育成と体制の強化に向けた取組みを継続し、全国の保健師業務の発展を

支援するとともに、さらには、我が国の公衆衛生の向上に資することができるよ

う努めていく所存です。 

このたび全国保健師長会は、地域住民が健やかで生きがいを持ち、安心して生

活できる、地域社会の創造を目指し、全国の自治体保健師の実践を通じた視点か

ら、地域保健福祉政策のさらなる充実に向けた要望を取りまとめました。 

厚生労働省各課各室におかれましては大変ご多忙なことと推察いたしますが、

ご検討の上、積極的な措置を講じていただきますよう要望いたします。 

 

 

 

                                                   全国保健師長会 

                       会長 松本 珠実  
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Ⅰ 重点要望 

１ 自治体保健師の地域活動及び感染症対策を重視した人材確保 

と育成の支援 

（健康局健康課） 

 （医政局看護課） 

（社会・援護局地域福祉課） 

 

（１） 自治体保健師の地域活動に着目した人材確保と「地域共生社会」の

実現を目指す人材育成がなされるよう支援していただきたい。 

 

（２）感染症対応を平常時からの対策強化を含め、継続的に実施できるよ

う、感染症の発生状況に応じた保健所保健師の人員配置の推進と長期

的な人材育成を講じていただきたい。 

 

（３） 「保健師助産師看護師学校養成所指定規則」の改正の効果の検証と

継続的な検討を行っていただきたい。 

 

（４） 地域住民により一層、質の高い保健指導を行うために、情報通信技

術（ＩＣＴ）等を活用できるよう、各自治体への必要な財政上の措置を

お願いしたい。また、取組事例についての情報提供をいただきたい。 

 

＜要望の背景＞ 

（１）地域保健対策の推進に関する基本的な指針に基づき、各自治体の保健師は

地域包括ケアシステムの構築をはじめ、世代や分野を超えてつながる「地域

共生社会」の実現を目指した様々な取り組みを進めている。 

地域保健活動においては、保健福祉サービスを住民に提供するだけではな

く、組織横断的な連携・協働により、住民と共に地域資源を生み出すなど、

つなげ、支える互助・共助のしくみを創っている。 

厚生労働省においては、すでに保健師が取り組んできた地域活動を重視し

た取り組みを省内で共有していただくとともに、保健と福祉が協力・連携し

た地域活動が継続できるよう、引き続き人材確保と適正な人員配置の推進及

び人材育成に取り組んでいただきたい。そして、社会的孤立者（ひきこもり

者）やヤングケアラーへの地域支援体制づくりなど「重層的支援体制整備事
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業」においても、地域を対象として活動する保健師の専門性を活かせるよう、

本事業と保健分野における保健活動との連携についても明記し、各自治体で

地域特性に応じた取組を推進できるよう御支援いただきたい。 

 

（２）地域保健対策の推進に関する基本的な指針の一部改正における保健所の

運営に関する基本的事項として、感染症に関する機能強化や人材確保等を

規定がされたところであるが、引き続き、保健師の配置や充足状況を把握す

るとともに、平常時からの感染症予防に関する取組を発信して配置の推進

を図っていただきたい。 

また、公衆衛生看護の視点を持ち、迅速な判断と機転ある対応が求められ

る感染症対策のスキルは、一朝一夕には身につかないものであり、平常時対

策も含めた長期的な視点での人材育成を考えていただきたい。 

 

（３）人口及び疾病構造の変化など、社会の変化に応じた能力と人材が求められ

ており、平成 30 年４月から「看護基礎教育検討会」で見直し・検討が行わ

れ、保健師学校養成所カリキュラムが 28 単位から 31 単位へ総単位数が拡

充された。この改正により、令和４年度入学生から新カリキュラムが適用さ

れるため、合わせて保健師基礎教育で能力が養成できるよう、臨地実習での

指導内容の明確化を図っていただきたい。 

また、今後の新卒者の現任教育にも関わる「保健師に求められる実践能力

と卒業時の到達目標」改正の効果検証についても検討していただきたい。 

 

（４）地域住民に質の高い保健指導を行うために、健康データの活用システムや

タブレットなどを用いた保健指導等、保健活動における情報通信技術（ＩＣ

Ｔ）等の活用を推進できるよう財政上の支援をお願いしたい。また、参考と

なる取組事例について情報提供いただきたい。 
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２ 市町村における統括的な役割を担う保健師の育成と配置 

（健康局健康課） 

 

（１） 統括的な役割を担う保健師（以下、「統括保健師」とする。）やその

補佐をする保健師を育成するためのキャリアラダーに基づいた研修

を引き続き実施していただきたい。また、「保健師活動推進マニュア

ル（仮）」に基づき、総括保健師のコンピテンシーにつながる研修プ

ログラムの開発及び研修の実施を行っていただきたい。 

  

（２） 統括保健師の力量を形成するために必要な研修受講にかかる費用

について、補助いただきたい。 

 

（３） 保健師の保健活動や統括保健師の活動を推進していくためには、

統括的保健師の配置について自治体の理解と承認が不可欠であるた

め、厚生労働省から自治体首長に向けて発信を行っていただきたい。 

 

（４） 統括保健師の配置については、市町村の現状を踏まえた配置を認

めていただき、配置を促進していただきたい。 

 

＜要望の背景＞ 

（１）「保健師に係る研修のあり方等に関する検討会最終とりまとめ」（平成 28

年 3 月）にて、標準的なキャリアラダーが示され、各自治体は人材育成を目

的とした研修体制構築に努めている。また、厚生労働省が開催する市町村保

健師管理能力育成研修等のリーダー層の保健師育成の研修に基づき、自治体

においては災害対策や地域の健康課題への取組みを行う上での統括保健師

の役割の重要性を認識し、統括保健師を補佐する役割を果たす保健師ととも

に育成に取組んでいる。 

そのような中、令和 2 年度から「市町村保健師管理者能力育成研修」は、

各都道府県で開催するよう求められているところであるが、地域によっては

要件を満たす講師やファシリテーターの確保が困難な自治体もあり、研修会

の開催方法等の見直しなどを検討していただきたい。 

また、厚生労働省において、保健師がマネジメント機能とリーダーシップ

を発揮できるよう、キャリアラダーに基づく研修を引き続き実施していただ

きたい。 

さらに、令和元～３年度の厚労科学研究費補助金等の「保健師活動の展開
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推進及び統括保健師の役割遂行力開発」の研究班から作成予定である保健師

活動推進マニュアル（仮）から統括保健師としてのコンピテンシーを明確に

するとともに、能力開発につながる研修プログラムの開発と研修会の実施を

行っていただきたい。 

 

（２）令和４年３月２９日付け健発０３２９第 02 号で厚生労働省健康局長か

ら「地域保健医療等推進事業の実施について」通知があったが、国立保健医

療科学院が実施する研修への受講機会の確保においては、公衆衛生看護研修

（中堅期・管理期）は含まれているが、公衆衛生看護研修（統括保健師）は

含まれていない。保健師活動指針の主旨を踏まえ、公衆衛生看護研修（統括

保健師）への保健師派遣経費についても補助いただきたい。 

 

（３）令和３年度の保健師領域調査（厚労省）によれば、統括保健師を配置して

いる自治体は、市町村で９１９か所（56.3％）に止まっている。また、統括

保健師の配置は全都道府県で配置され、保健所設置市の約８割、特別区の６

割超で配置されているのに対し、市町村で 919 か所（56.3％）とようやく

半数を超えた現状にある。さらに、ブロック別に見ると近畿ブロックの

79.7％と北海道・東北ブロックの 49.6％と格差が生じている。 

一方、今般の新型コロナウイルス感染症対策でも統括保健師としての役割

が発揮され、配置の必要性が再認識されている。 

そこで、統括保健師の配置の必要性について、各自治体に働く保健師が自

ら要求することによって、組織の認識を変えていく方法もあるが、全国での

配置をさらに促進するためには、自治体組織全体で取り組みが推進されるよ

う、政令指定都市幹部会、保健所長会議、市町村トップセミナー、福祉事務

所長研修などで、厚生労働省から自治体幹部に向け、引き続き発信を行って

いただきたい。 

 

（４）今後も保健師領域調査等で統括保健師の現状を把握するとともに、市町村

の実情を配慮した総括保健師の配置のあり方及び配置の促進について保健

師中央会議などで引き続き発信していただきたい。  
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Ⅱ 施策別要望 

１ 感染症対策 
 (健康局結核感染症課) 

（健康局健康課） 

 

（１） 感染症発生時に迅速かつ適切に保健師活動が実践できるよう、専

門研修の充実と受講への支援をいただきたい。 

 

（２） 感染症対策を行う、保健師の人材確保及び育成等にかかる予算の

充実を引き続き、図っていただきたい。 

 

（３） 現行の IHEAT の運用状況の検証も含め、感染症対応、疫学調

査、健康観察等に精通した専門職を派遣できる体制づくりを一層推

進していただきたい。 

 

（４） 外国人労働者の結核罹患者が治療完遂に向け、適切な支援が受け

られるよう、結核の蔓延を防止するため医療通訳の確保や翻訳シス

テムの充実を図っていただきたい。 

 

＜要望の背景＞ 

（１）新型コロナウイルス感染症のパンデミックを経験し、平常時において、医

療機関や高齢者施設等の立入検査やクラスター発生時の行政の医療専門職

の立場から感染対策を具体的に指導する人材養成の必要性が再認識されて

いる。また、発生時の対応のみならず、感染拡大防止、発生予防の観点で保

健所の保健師がその役割を発揮するためにも、感染対策に関する体系的な人

材育成カリキュラムの構築を推進いただくとともに、専門研修への受講機会

の確保と院内感染予防のための感染研修会等への受講にご配慮いただきた

い。 

 

（２）今後も新たな感染症のパンデミックが予測されることや麻疹や結核など

の例年国内発生のある感染症に、保健師が迅速かつ適切に対応できる人材確

保への支援及び対応力の獲得に向けた保健師を特定対象とした研修会の充

実をお願いしたい。 

 

（３）令和２年度から IHEAT（人材バンク）の運用が開始されが、都道府県で
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は、登録者のキャリア等と依頼業務の照合作業が新たな業務として発生する

とともに、登録者向けの研修会の費用負担などの課題が生じている。また、

登録者の運用では、大学等の教育機関に所属する登録者の場合、業務繁忙期

と感染拡大が同時期の場合では IHEAT による人材確保が困難な状況がみら

れている。今後も、運用の検証を引き続き実施していただきたい。 

そして、感染症対応、疫学調査、健康観察等に精通した専門職を派遣でき

る体制づくりを一層推進していただきたい。 

 

（４）外国人労働者の受け入れでは、結核高蔓延国からの 20 代の若者の受け入

れがあり、入国後の発病や、日本語学校における集団感染事例が複数例発生

している。中には、日本語によるコミュニケーションが困難な場合は、翻訳

の資料等を活用して支援にあたっているが、疾病や治療、結核管理について

の理解を得るには不十分な状況で、治療中断に至る事例もある。 

そのため、治療完遂に向け、多言語に対応できる医療通訳や翻訳システム

の充実を引き続きお願いしたい。 
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２ 母子保健施策及び児童福祉施策 

（子ども家庭局母子保健課） 

（子ども家庭局家庭福祉課虐待防止対策推進室） 

（子ども家庭局家庭福祉課母子家庭等自立支援室） 

 

（１） 妊産婦相談や産後うつ支援、児童虐待防止等において、母子保健

と精神科医療等との連携強化について働きかけを引き続き行ってい

ただくとともに、医療法等への産後ケアの推進の位置づけや産後ケ

アを支援する人材確保について検討いただきたい。 

 

（２） 妊娠、出産、子育てにまつわる教育や性教育、命の教育の必要性

が中高生に広く認識されるよう、文部科学省との連携強化を図って

いただきたい。また、その役割を担う人材育成や性教育プログラム

の開発も含めた研究等を進めていただきたい。 

 

（３） 日本で生活する在留外国人について、日本人と同様に医療、保

健、療育などが受けられるよう、保護者向けの通訳や翻訳システム

などの充実を図られたい。 

 

（４） 外国人労働者の増加に伴い、在留外国人の子育て家庭が増加して

いる。支援ニーズがより一層高まることが予想されることから、現

状分析とともに支援の整備について検討していただきたい。 

 

（５） 感染症対策を講じ、様々な母子保健事業が継続できるように、オ

ンライン相談等の効果的な情報通信技術（ＩＣＴ）の推進に向け、

各自治体への必要な財政上の措置を引き続き、お願いしたい。ま

た、効果的な取組事例の情報提供をいただきたい。 

 

（６） DV がある家庭への支援に関して、配偶者暴力相談センターなど

の機関との連携が円滑となるよう、厚生労働省と内閣府の連携強化

を図っていただくとともに、加害者及び被害者の支援についても検

討をしていただきたい。 

 

（７） 令和 2 年 12 月、「生殖補助医療の提供等これにより出生した子

の親子関係に関する民法の特例に関する法律（以下「生殖補助医療
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法」）」が公布された。不妊治療により懐妊・出産する女性の健康の

保護などに配慮した各種の相談に応じることができるよう体制整備

を引き続き、検討していただきたい。 

 

（８） 妊娠期からの切れ目のない支援の中で、高まる生殖補助医療や出

生前検査に関連する相談ニーズに対し的確な対応ができるよう、各

自治体に対しこれらの課題を取り巻く状況に関する情報を随時発信

していただくとともに、研修の実施等人材育成の取組強化を図られ

たい。 

 

（９） 引き続き、令和５年に設置される「こども家庭庁」においても、

児童虐待防止対策の推進に取り組んでいただきたい。 

また、児童虐待に係る親支援や地域づくりの取組を進めるととも

に、「こども家庭センター」の設置が円滑に推進されるよう、取組事

例について情報提供や、人材確保や人材育成の強化を図っていただ

きたい。 

 

（１０）「こども家庭庁」に、政府全体の母子保健、児童虐待防止等の

様々な施策を総合的に調整する保健師資格を有する課長級の看護系

技官を配置いただきたい。 

 

＜要望の背景＞ 

（１）妊産婦の相談や産後うつ支援、児童虐待防止等の母子保健分野の課題に

おいて、産科及び精神科医療機関との連携が必須であるが、産後ケアの推

進と医療法との関係が明確でないことや、従事する専任スタッフの確保が

難しいことなどにより、連携が困難な医療機関がある。産前・産後ケアの

全国的な展開に向けて、これらの体制を整備し、精神科医療機関への働き

かけを行っていただきたい。 

   

（２）児童虐待対策において「予期しない妊娠/計画していない妊娠」への対

応が非常に重要な課題となっている。特に、若年妊娠では、養育能力の低

さも相まって児童虐待に及ぶ事例が少なくないため、中高校生に対し、妊

娠や出産、子育てにまつわる教育を行うなどの取組の充実が喫緊の課題で

ある。 
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そのため、母子保健と教育の現場が連携し、効果的・効率的に妊娠、出

産、子育てにまつわる教育や性教育、命の教育を実施するための環境整備

について、文部科学省とのさらなる連携強化を図っていただきたい。 

   また、性教育プログラムの開発などの調査・研究を推進すると共に、予

防的な取り組みを担う人材育成を推進していただきたい。 

 

（３）在留外国人は増加傾向にあり、国籍は東南アジア、南アメリカ他、多様

である。市町村では、子どもの権利擁護及び母子保健法の理念に基づき、

日本人と同様に必要な医療、保健、療育などのサービスが受けられるよ

う、様々な調整を行っている。しかしながら、言語や文化、生活習慣の違

いから支援が困難な場合も少なくなく、対応に苦慮している。 

そのため、各自治体が保護者向けの通訳や翻訳システムなどを活用でき

るよう支援をお願いしたい。  

 

（４）在留外国人の子育て家庭の増加に伴い、支援ニーズがより高まることが

予想されることから、実態把握とともに、必要な母子保健等の支援整備に

向けた検討を行っていただきたい。 

 

（５）新型コロナウイルス感染症対策のため、育児教室や家庭訪問などの母子

保健事業が縮小もしくは中止となっている。妊娠・出産を含め、安心して

子育てができるよう、いつでも相談できる対策としてオンライン相談等の

新たな支援策が求められている。 

そのため、感染対策を講じつつ、様々な母子保健の事業を持続・継続す

る手段として情報通信技術（ＩＣＴ）等を充実できるよう、引き続き、財

政上の支援と地方財政措置されている母子保健事業も含め、参考となる取

組事例に関する情報提供をしていただきたい。 

 

（６）特定妊婦や要支援児童等の支援において、養育者等の背景にＤＶがある

家庭状況が把握され、その支援の困難さを感じている事案は少なくない。

DV がある家庭の状況や子どもへの影響は、潜在化されやすい状況であ

り、児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会（第 16 次報告）で

は、「実母がＤＶを受けている事例」が特集として報告されたことは、可視

化に繋がる取組の一つと考える。 

また、令和元年の児童福祉法等改正法により、児童虐待防止対策と DV 

対策の連携が法制化されたが、引き続き、支援にあたっては、配偶者暴力

相談センターなどの機関との連携が円滑となるよう、厚生労働省と内閣府
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の連携強化を図っていただくとともに、加害者及び被害者の関係回復のた

めのエンパワメントについても検討をしていただきたい。 

 

（７）女性の社会進出の進行や職業意識が高まり等の要因から、晩婚・晩産化

の傾向が進んでおり、相まって不妊・不育に係る課題への対応の重要性が

高まっている。また、NIPT 等出生前検査が普及している中、遺伝カウン

セリングなどの相談体制がない中で検査を実施する医療機関が増加してい

るなど、受検するかどうかの悩みや結果の受け止めなどに不安を持つ妊婦

が増加することが想定され、性と健康の相談センター事業に出生前遺伝学

的検査を受けた妊婦等への相談支援体制の整備を位置づけた。 

また、令和 2 年 12 月「生殖補助医療の提供等これにより出生した子の

親子関係に関する民法の特例に関する法律（以下「生殖補助医療法」）」が

公布されたが、生殖補助医療についてその特性や不妊治療に対する正しい

知識が普及しているとは言い難い状況である。不妊治療の保険適応が開始

され、その医療を受けようとする者や受けた者は大きな不安を感じること

も想定されることから、医療の場面だけではなく、受けようとする際に相

談に対応できる専門職の養成や成長に伴って生じる不安等にも対応可能な

教育場面での相談など段階に応じた各種の相談が受けられるよう国におい

て体制整備をさらに講じていただきたい。 

 

（８）妊娠早期のすべての妊婦と対面する母子健康手帳交付窓口においては、 

多くの情報を簡潔に伝えながら妊婦の相談ニーズを確認し、必要な支援に

つなげている。安心・安全な妊娠・出産・子育てに向けた切れ目のない支

援の中で、高まる生殖補助医療や出生前検査に関連する相談ニーズに対し

ても的確な対応ができるよう、国においては、各自治体に対し、これらの

課題を取り巻く状況に関する情報を随時発信していただくとともに、倫理

的視点を含んだ手引きの作成や研修の実施等人材育成の取組強化を図られ

たい。 

 

（９）児童虐待対策においては未然防止が極めて重要であるため、各自治体の

母子保健部門、児童福祉部門、教育関係機関が連携した予防策の実践が可

能となるよう、引き続き「こども家庭庁」においても、児童虐待防止対策

の推進方針を示していただきたい。 

また、親支援や親子を支える地域づくり等の取組を、虐待防止施策の一

環として位置づけるとともに、今後、市町村に設置される「こども家庭セ

ンター」においても保健師の機能が有効に発揮できるよう、保健師の役割

を示していただきたい。そして、設置が円滑に推進できるよう、事例とそ
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の成果などの情報提供や研修・人材育成を引き続き強化していただきた

い。 

 

（10）「こども家庭庁」の発足に伴い、医療・保健・教育・福祉等の関連施策

との相互連携を図ることがより必要である。また、成育基本法や母子保健

法の一部改正等に求められている「切れ目のない支援体制」の推進には、

省庁を超えた様々な施策との連携を総合的に調整する役割が必須である。 

   その調整役には、施策推進の要となる市区町村における取組を理解し、

健康と子育て家庭を含めた地域社会づくりの視点を持つ看護系技官（保健

師）が適任と考える。そして、省庁を超えた連携・調整が可能となるよ

う、少なくとも課長級の配置を検討していただきたい。 
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３ 健康施策 

（健康局健康課） 

（健康局がん・疾病対策課） 

（保険局国民健康保険課） 

 

（１） 第 3 期がん対策推進基本計画の推進のため、検診項目ごとの効果

等を示したガイドラインを適宜見直していただき、市町村や職域で

のがん検診受診率向上に向けた取組みへの支援をお願いしたい。 

 

（２） 受動喫煙防止対策の確実な実施に向けて、自治体への技術的、財

政的支援を図っていただきたい。 

 

（３）健康寿命延伸を目指して、生活習慣病対策、介護予防、健康づくり 

を有効に推進するためのデータ活用の支援をしていただきたい。 

 

（４） 都道府県の循環器病対策推進基本計画の策定及び推進に向け、引

き続き、必要な財政上の措置をお願いするとともに、策定に関わる

効果的な取組事例についての情報提供をいただきたい。 

 

＜要望の背景＞ 

（１）平成 30 年 3 月閣議決定の第 3 期がん対策推進基本計画では、がん検診

の受診率向上対策、がん検診の精度管理、職域におけるがん検診を施策の柱

としている。市町村においては、がんによる死亡率を低下させるために、が

ん検診実施指針に示されている対策型検診の受診率向上に取り組んでいる

ところである。 

今後とも、市町村が科学的根拠に基づく検診を円滑に実施できるよう、検

診項目ごとの効果を明らかにし、対象年齢、精度管理、検査の利益･不利益の

明確化などについてガイドラインを適宜見直し、市町村のみならず各保険

者・検診実施機関・関係団体等にもお示しいただきたい。 

  

（２）令和２年 4 月 1 日に改正健康増進法が全面施行されたが、施設類型別の

対応は複雑なものとなっている。国において、引き続き関係機関・関係団体

への周知や情報提供に努めていただきたい。また、各自治体が円滑に取り組

めるよう、受動喫煙に関する情報発信や研修等の人材育成や、財政的支援等

を図っていただきたい。 
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（３）国においては、健康寿命を延伸して平均寿命との差を縮小することを目指

し、糖尿病等の生活習慣病や透析の原因になる慢性腎臓病及び介護予防に重

点的に取り組むこととしている。 

その中で保健師は、対象者を的確に選定し、地域特性を活かした効果的な

活動を実践することがますます重要になってきている。 

そこで、各市町村において、①特定健診の経年結果や医療データに基づく

住民の生活改善の促進、②ＫＤＢデータ等を基にした医療関係者との政策会

議、③健診やＫＤＢデータ等を基に対象者群を明確にした健康づくりと介護

予防の一体的取組みなどの効果的な保健師活動ができるよう、引き続きデー

タ活用の研修開催や環境整備支援をお願いしたい。 

 

（４）脳卒中・循環器病対策基本法は、平成 30 年 12 月 10 日に成立し、令和

元年 12 月１日施行され、国においては令和２年１月に「循環器病対策推進

協議会」を設置し、同年 10 月に循環器病対策推進基本計画を閣議決定した。

この基本計画に基づき、都道府県に計画の策定指針の通知とその支援となる

循環器病特別対策事業が創設された。今後とも、各都道府県が計画策定と推

進に取り組めるよう、財政上の措置をお願いしたい。 

また、計画策定にあたり、第７次医療計画（都道府県策定）の中間見直し、

第８期介護保険事業計画（市町村策定）など、他の計画との整合が求められ

るが、円滑な計画の策定及び施策の実施にむけ、効果的な取組事例の情報提

供をいただきたい。 
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４ 高齢者保健福祉施策 

（老健局認知症施策・地域介護推進課） 

 （保険局高齢者医療課） 

（保険局国民健康保険課） 

 

（１） 認知症や要介護状態、独居、虐待、管理できない疾患がある等の

多問題を抱える高齢者や家族を支援するために、安定的な財源確保

と環境整備を図っていただきたい。 

 

（２） セルフネグレクトの現状分析とともに、その支援体制や支援指針

の整備について検討していただきたい。 

 

（３） 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施を推進していくため

には、自治体内の多くの関係部局と健康課題を共有し、調整、連携

していくことが不可欠であるため、厚生労働省から自治体首長に向

けての発信や関係部局への研修の充実等を行っていただきたい。 

 

（４） 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施を推進していくた

めには、企画調整担当医療専門職が、データ分析・健康課題の明確

化・対象者の把握・事業の企画・調整等、多大、かつ重要な役割を

担うことから、専任でかつ一定の知識・経験を積んだ人材を確保と

財政的支援をお願いしたい。 

 

（５） 健康寿命延伸を目指して、生活習慣病対策、介護予防、健康づ

くりを一体的に推進するため、KDB システム等を有効に活用でき

るようシステム改修等の環境整備をお願いしたい。 

 

＜要望の背景＞ 

（１）高齢者支援においては、認知症のある人や要介護状態、独居ひとり暮ら

し高齢者、虐待、管理できない疾患がある等の多問題を抱える事例の増加

や、キーパーソンの不在、家族自身も課題を抱える複合的な課題を抱える

世帯など、制度の狭間で対応に苦慮し、個々の支援に多大な時間と労力が

必要となっている。また、これらの支援には高齢者支援の専門職だけでな

く、多職種での支援が欠かせない状況であり、より高度な専門的スキルが

求められる。 
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そのため、高齢者の総合相談を担当する地域包括支援センターでは、経

験値を積んだ職員の確保や専門性を高めていく人材育成が必要であるが、

業務の多様化や特に医療職（保健師）の確保が非常に困難な状況は、地域

包括支援センターの存続にかかわる深刻な課題となっており、民間事業所

に委託する際も十分な財源確保が必要である。 

このようなことを踏まえ、財源確保や環境整備を支援に加え、地域包括

支援センターにおける保健師人材の確保について支援を強化していただき

たい。 

 

（２）高齢者本人や家族が支援拒否などの意向を示すことにより、基本的人権

が保たれていない状況にあっても支援を開始できないセルフネグレクト

（自己放任）の事例が散見される。また、疾病や障害による判断力の低

下、希望の喪失や周囲への気兼ねなど、様々な要因によりセルフネグレク

トに陥っている事例も少なくない。中には、ごみの撤去費用や人手不足な

どのため、解決に時間を要して長期間そのまま放置される事例や、保健師

等による粘り強い支援を継続していても近隣住民等の地域の不安が高まる

事例などもあり、市区町村は対応に苦慮している。 

また、セルフネグレクトに至った要因は認知症のほか、精神疾患や社会

からの孤立等のさまざまな要因があり、支援者は幅広い知識と専門性が求

められる。しかしながら、これらの事例に介入する体制や法的根拠が明確

でなく、高齢者虐待に準じた対応とされているものの、定まった法律がな

いため、必要に応じて老人福祉法上の権限行使を行っているのが現状であ

る。 

今後も高齢化の進展とともに、セルフネグレクトの事例の増加が見込ま

れることから、全国の実情をより明確にするとともに、高齢者福祉分野だ

けでなく、権利擁護・地域福祉の方面からも連携した必要な支援体制や支

援指針等の整備に向けた検討を行っていただきたい。 

 

（３）高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施を展開するにあたり、大規模

自治体では企画調整で局間の調整の際、各上席の一体的実施にかかる認識

のずれが大きく、推進に困難を感じる場面がある。厚生労働省から自治体

首長に向けての発信や上席向け研修の充実等を行っていただきたい。 

 

（４）企画調整担当医療専門職が担う関係者や地域との調整には、高いスキル

を要するため、係長級以上の職位の者が実施することが期待される。しか

し、現在定められている一律上限 580 万の支給では、係員配置分しか補

填できない。そのため、役割を担う人材確保を円滑にするためにも交付基
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準の見直しなど、現状に即した支給要件を柔軟に変更していただきたい。 

 

（５）健康寿命延伸を目指して、生活習慣病対策、介護予防、健康づくりを有

効に推進するためのデータ活用の支援をしていただきたい。 
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５ 精神保健福祉施策 

（社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課） 

（健康局健康課） 

 

 

＜要望の背景＞ 

（１）精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが安心して自分らしく暮らす

ことができるよう、高齢者を対象とした地域包括ケアシステムと同様に、

精神障害者を支援する地域づくりを進める必要がある。また、長期入院精

神障害者の地域移行を進めるにあたっては、自治体や精神保健医療福祉の

関係団体、地域援助事業者、地域住民が連携し、差別や偏見のない、あら

ゆる人が共生できる包括的な地域を構築していくことが必要である。自治

体では、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業等を

実施しているが、関係機関が担える役割や、支援の活動費等、多くの課題

に直面している。そのため、地域特性に応じた独自施策において「精神障

害者を支援する地域包括ケアシステム」を引き続き構築できるよう、保健

所による取組み事例等、好事例の紹介や事業者が十分な役割を果たせるよ

う安定的な財源を確保していただきたい。 

    

（２）自然災害をはじめ、新型コロナウイルス感染症などにおける人々のメ

ンタルヘルスに与える影響は、深刻であり、さらには支援する職員に対す

るメンタルヘルス対策も重要である。ついては、災害精神保健医療福祉に

関する対策の充実と対応人材の育成をお願いしたい。

（１） 差別や偏見のないあらゆる人が共生できる、精神障害者を支援す

る地域包括ケアシステムの構築に向けて、関係する事業者が十分な

役割を果たせるよう安定的な財源を確保していただきたい。 

 

（２） 災害時のメンタルヘルス支援の充実のための保健所や精神保健福

祉センター等の連携体制など地域支援の強化をお願いしたい。 
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６ 障害児者保健福祉施策 

（社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課障害児・発達障害者支援室） 

 

（１） 発達障害児者への支援や健康づくり等の施策を推進するため、保

健・医療・福祉・教育等の省庁を超えた支援体制の強化や、支援に

携わる専門職の確保や育成等を推進していただきたい。 

 

（２） 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の施行に伴

い、児とその家族を支援する医療的ケア児支援センターの設置とコ

ーディネーターの配置に必要な財政上の措置をお願いするととも

に、効果的な取組事例についての情報提供をいただきたい。 

 

＜要望の背景＞ 

（１）発達障害児への支援は、母子保健と児童福祉の連携により継続的に行って

いるが、就労した以降にひきこもり等の課題が顕在化する事例も散見される。 

そのため、成人期に至るまでの切れ目のない支援に向けて、保健・医療・福

祉・教育等さまざまな関係機関の連携が重要であることから、省庁を超えた

支援体制の強化や、発達支援に携る専門医や言語聴覚士・臨床心理士等の専

門職の確保と育成を図っていただきたい。 

また、障害があっても健常者と同様に健康づくりのサービスを受ける機

会が得られるよう、個々の障害特性に合わせて必要となる支援の実態を把握

し、障害者の健康増進・教育・就労・生活支援等の切れ目のない施策化を図

っていただきたい。 

 

（２）令和３年 9 月に施行された「医療的ケア児及びその家族に対する支援に

関する法律」では、都道府県が医療的ケア児支援センターを円滑に設置でき

るよう、引き続き、財政上の措置をお願いしたい。 

また、同センターや市町村で医療的ケア児等の支援を行うコーディネー

ターを安定的に配置するためにも必要な財源の確保をお願いしたい。配置の

促進にむけた、効果的な事例などの情報提供をいただきたい。 
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７ 難病施策  

（健康局難病対策課） 

 

（１） 難病の患者に対する医療等に関する法律（以下、「難病法」とする。）

に基づく医療費助成に係る事務の簡素化を図るとともに、認定期限の延

長を検討していただきたい。 

 

（２） 難病指定医向けオンライン研修に係る都道府県の事務負担をなくして 

いただきたい。 

 

（３） 指定難病および小児慢性特定疾病の新規・更新申請の方法についての 

見直しをお願いしたい。              

 

＜要望の背景＞ 

（１）難病法による特定医療費の支給認定事務は煩雑であり、申請者の認定申請

手続きの負担も大きい。保険者への適用区分照会の省略、臨床調査個人票等

支給認定に係る審査書類の簡素化・合理化を図るなど負担軽減策をお願いし

たい。また、疾病によっては、病状が大きく変化することなく１年を推移す

ることを踏まえ、申請者の負担軽減、利便を図るため、申請書類の簡素化や

期限延長などの申請手続き等の改善をお願いしたい。 

 

（２）指定難病向けオンライン研修サービスが開始されたが、医師からの申請に

基づき，都道府県及び政令市がⅠＤ・パスワードを発行することとなってお

り、新たな事務が発生している。 

一方、小児慢性特定疾病の指定医向けオンライン研修では都道府県の事務

が特段発生することなく運用できている。そのため、難病指定医も同様の扱

いとなるよう改善をお願いしたい。 

 

（３）特定疾患および小児慢性特定疾患の新規・更新申請には多くの書類を必要

とされ、疾患の特徴から書類の準備には身体的、経済的にも患者・家族に負

担をかけている現状がある。また、感染症対策でも、申請手続きのための移

動や申請窓口に人が集まり、密な状況が生じることは好ましくないと考える。 

ついては、特定疾患および小児慢性特定疾患の申請業務においても提出書

類の見直しや ICT 化や DX の推進を図るなど、抜本的な申請方法の見直し

を図っていただきたい。                
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８ 健康危機管理（災害時） 

（健康局健康課） 

 

（１） 災害発生直後から、市町村保健師が被災者支援に従事できるよ

う、関係省庁と連携し、地域防災計画に保健師による二次的健康被

害予防の業務について明記していただきたい。 

 

（２）災害発生直後から市町村保健師が被災者支援に従事できるよう、

関 係省庁と連携し、地域防災計画に保健師による二次的健康被災

予防の業務について明記していただきたい。 

災害および感染症による健康危機管理が同時に起きた場合、市町村 

の統括的な役割を担う保健師やそれを補佐する保健師の配置が重要で

あり、引き続き、統括保健師等の配置の促進をしていただきたい。 

災害時の市町村の受援計画策定に統括保健師が関与できるように自

治体首長等の理解と承認について国から働きかけていただきたい。 

 

（３）災害発生直後から被災や支援に従事できるように、保健師向けの

DHEAT 研修等の充実強化をお願いしたい。     

 

（４）共通のシステム（総合防災情報システム及び SIP４D（基盤的防災

情報流通ネットワーク））で集約された防災情報が、保健師活動に有

効活用されるよう、研修等で周知していただきたい。 

 

＜要望の背景＞ 

（１）災害時の被災者の健康課題は、発生直後からフェーズごとに変化し、また、

医療や保健、生活環境等におけるニーズが中長期に多岐にわたり表面化する。

そのため、災害直後の早期から被災者支援を行うことが重要であり、そのこ

とにより防ぎ得る死と二次的健康被害の最小化につながる。    

平成 29 年度地域保健総合推進事業における調査では、地域防災計画上の

保健分野の保健師の役割は、市町村の 54.2％が救護所の運営に、13.8％は

被災者のトリアージに従事すると回答しており、炊き出しや死後の処置に従

事する自治体も 2～4％あった。そのため、保健師が災害発生直後から被災

者支援に従事できるよう、関係省庁と連携し、市町村地域防災計画の基とな

る災害対策基本法に、保健師による二次的健康被害の予防について明記して

いただきたい。  
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また、被災市町村支援のために市町村地域防災計画に保健所との連携につ

いて明記する等、平常時から保健所と市町村の連携をより一層図るよう努め

ていただきたい。              

 

（２）平成２５年４月１９日付け健康局長通知「地域における保健師の保健活動

について」において、保健師の保健活動の総合調整等を行う統括的な役割を

担う保健師（以下、「統括保健師」という。）の配置について明記された。 

市町村保健師に期待される業務やその配置が広域的または分散している

自治体があるなかで、発災直後から被災者支援や二次的健康被災予防業務に

全庁的に従事できる体制づくりのためにも統括保健師の配置は重要と考え

る。厚生労働省から自治体幹部に向け、配置の必要性の発信を行っていただ

きたい。 

 

（３）近年の頻発する自然災害に迅速に対応するために、平時からの具体的な検

討及び支援体制の構築が必要であり、保健師に対する継続的な人材育成と確

保をお願いしたい。 

                      

（４）令和 3 年 5 月 25 日に改定された「防災基本計画」において、各自治

体は、情報の共有化を図るため、各機関が横断的に共有すべき防災情報を

共通のシステム（総合防災情報システム及び SIP４D（基盤的防災情報流

通ネットワーク：Shared Information Platform For DisasterManagement)）

に集約するよう努めることとされたが、具体的な活用方法等については周

知が必要である。 

この防災情報が、保健師活動に有効活用されるよう、災害時健康危機管理

支援チーム（DHEAT）研修の研修項目に追加する等、周知の徹底に努めて

いただききたい。            
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９ 生活困窮者の健康支援施策 

（社会・援護局保護課） 

（社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室） 

 

（１） 生活困窮者に適切な健康支援や保健サービスが届くよう、保健・

医療・福祉等が連携した支援システムを構築していただきたい。 

 

＜要望の背景＞ 

（１）コロナ禍での社会的なストレス、精神的なストレスがのしかかり、生活困

窮者の健康格差の拡大や社会的孤立が危惧されている。生活保護の開始理由

は世帯主の傷病によるものが多く、また医療扶助実態調査によると、一般診

療の件数は、精神・行動の障害の入院患者を除くと循環器系疾患などが多く、

生活習慣の改善や早期受診などの適切な行動により予防可能な疾患も多い

実態があることから、生活困窮者への健康課題に対する専門的な支援の充実

が求められている。 

生活困窮者の自立支援の推進と健康格差の是正のためには、生活実態に合

わせた重症化予防対策を強化するとともに、関連施策との連携による疾病予

防対策や健康づくりやエンパワメントが必要である。 

このため、生活困窮者全体の生活実態の把握を進めるとともに、必要な健

康支援や保健サービスが届くよう、保健・医療・福祉等が連携した支援シス

テムを構築していただきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


